
少
年
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
、
「
第
三
章

成
人
の
刑
事
事
件
（
第
三
十
七
条
－
第
三
十
九
条
）

」
を
削
り
、
「
第
四
章
」
を
「
第
三
章
」
に
、
「
第
五
章
」
を
「
第
四
章
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
及
び
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
成
人
」
を
削
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、
「
こ
の
項
及
び
第
三
十
一
条
の
二

に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
当
該
保
護
事
件
の
非
行
事
実
（
犯
行
の
動
機
、
態
様
及
び
結
果
そ
の
他
の
当
該
犯
罪
に
密
接
に
関
連

す
る
重
要
な
事
実
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
」
を
「
家
庭
裁
判
所
が
専
ら
当
該
少
年
の
保
護
の
必
要
性
を

判
断
す
る
た
め
に
収
集
し
た
も
の
及
び
家
庭
裁
判
所
調
査
官
が
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
当
該
少
年
の
保
護
の
必
要
性
の
判
断
に
資

す
る
よ
う
作
成
し
又
は
収
集
し
た
も
の
を
除
く
」
に
、
「
当
該
被
害
者
等
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
の
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
」
を
「
閲
覧
又
は
謄
写
を
求
め
る
理
由
が
正
当
で
な
い
と
認
め

る
場
合
及
び
」
に
、
「
相
当
と
認
め
る
と
き
は
」
を
「
閲
覧
又
は
謄
写
を
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
を
除
き

」
に
、
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
る
。



第
九
条
の
二
中
「
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親

族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
」
を
「
被
害
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
非
行
事
実
」
の
下
に
「
（
犯
行
の
動
機
、
態
様
及
び
結
果
そ
の
他
の
当
該
犯
罪
に
密
接
に

関
連
す
る
重
要
な
事
実
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
四
項
中
「
前
項
」
の
下
に
「
（
第
二
十
二
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
被
害
者
等
に
よ
る
少
年
審
判
の
傍
聴
）

第
二
十
二
条
の
四

家
庭
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
少
年
に

係
る
事
件
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
罪
の
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
（
十
二
歳
に
満
た
な
い
で
刑
罰
法
令
に
触
れ

る
行
為
を
し
た
少
年
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
件
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
刑
罰
法
令
に
触
れ

る
も
の
（
い
ず
れ
も
被
害
者
を
傷
害
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
生
命
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
に
限

る
。
）
の
被
害
者
等
か
ら
、
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
の
傍
聴
の
申
出
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
少
年
の
年
齢
及
び
心
身
の

状
態
、
事
件
の
性
質
、
審
判
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
少
年
の
健
全
な
育
成
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
く
相
当
と



認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
出
を
し
た
者
に
対
し
、
こ
れ
を
傍
聴
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
傷
さ
せ
た
罪

二

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
十
一
条
（
業
務
上
過
失
致
死
傷
等
）
の
罪

２

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
の
被
害
者
等
に
審
判
の
傍
聴

を
許
す
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
少
年
が
、
一
般
に
、
精
神
的
に
特
に
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
を

十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

家
庭
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
傍
聴
を
許
す
場
合
に
お
い
て
、
傍
聴
す
る
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
そ

の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
そ
の
者
が
著
し
く
不
安
又
は
緊
張
を
覚
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
不
安
又
は

緊
張
を
緩
和
す
る
の
に
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
審
判
を
妨
げ
、
又
は
こ
れ
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め

る
者
を
、
傍
聴
す
る
者
に
付
き
添
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

裁
判
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
を
傍
聴
す
る
者
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
者
に
付
き
添
う
者
の
座
席
の
位

置
、
審
判
を
行
う
場
所
に
お
け
る
裁
判
所
職
員
の
配
置
等
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
少
年
の
心
身
に
及
ぼ
す
影
響
に
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



５

第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
を
傍
聴
し
た
者
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
者
に
付

き
添
つ
た
者
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

（
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
か
ら
の
意
見
の
聴
取
等
）

第
二
十
二
条
の
五

家
庭
裁
判
所
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
傍
聴
を
許
す
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
弁
護
士
で
あ

る
付
添
人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
な
い
と
き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
を

付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
少
年
及
び
保
護
者

が
こ
れ
を
必
要
と
し
な
い
旨
の
意
思
を
明
示
し
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

４

第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
付
す
べ
き
付
添
人
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

（
被
害
者
等
に
対
す
る
説
明
）

第
二
十
二
条
の
六

家
庭
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

げ
る
少
年
に
係
る
事
件
の
被
害
者
等
か
ら
申
出
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
少
年
の
健
全
な
育
成
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
く
相



当
と
認
め
る
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
申
出
を
し
た
者
に
対
し
、
審
判
期
日
に
お
け
る

審
判
の
状
況
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
出
は
、
そ
の
申
出
に
係
る
事
件
を
終
局
さ
せ
る
決
定
が
確
定
し
た
後
三
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

３

第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
説
明
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
」
の
下
に
「
（
第
二
十
二
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
章
の
章
名
を
削
る
。

第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で

削
除

第
四
章
を
第
三
章
と
し
、
第
五
章
を
第
四
章
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
五
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
こ
の
項
及
び
第
三
十
一
条
の
二
に
お
い
て
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

九
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
少
年
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
訴
の
提
起
が
あ

っ
た
成
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
少
年
法
、
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九

号
）
及
び
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
沖
縄

の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
家

庭
裁
判
所
が
権
限
を
有
す
る
成
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
検
討
）

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
等
に
よ
る
少
年
審
判
の
傍
聴
に
関
す
る
規
定

そ
の
他
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



（
裁
判
所
法
の
一
部
改
正
）

４

裁
判
所
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
訴
訟
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

５

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
そ
の
裁
判
所
」
を
「
、
そ
の
裁
判
所
」
に
改
め
、
「
又
は
家
庭
裁
判
所
」
を
削
り
、
同
条
第
二

項
中
「
地
方
裁
判
所
又
は
家
庭
裁
判
所
の
一
人
」
を
「
地
方
裁
判
所
の
一
人
の
裁
判
官
又
は
家
庭
裁
判
所
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
地
方
裁
判
所
若
し
く
は
家
庭
裁
判
所
の
一
人
の
裁
判
官
又
は
」
を
「
地
方
裁
判
所
の
一
人
の
裁

判
官
又
は
家
庭
裁
判
所
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
、
家
庭
裁
判
所
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
中
「
又
は
家
庭
裁
判
所
」
を
削
る
。

第
三
百
七
十
二
条
中
「
、
家
庭
裁
判
所
」
を
削
る
。


